
JP 2010-176786 A 2010.8.12

10

(57)【要約】
【課題】ユーザが録画された番組を容易に確認できる録
画装置及びそのような録画装置に使用されるコントロー
ラを提供する。
【解決手段】録画機器は、複数の番組ストリーム及び番
組ストリームの録画に関する情報を記録した記録媒体と
、記録媒体に記録された番組ストリームの表示装置への
表示を制御するコントローラとを備える。コントローラ
は、ユーザから複数の選択項目（５１）の中から所定の
項目を選択する指示を受け付けたときに、複数の選択項
目（５１）に加えて、記録媒体に記録された複数の番組
ストリームの中の少なくとも一部の番組ストリームに対
応する番組を示す情報（５５）をメニュー画像（５０）
に含めて表示させる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の番組ストリームと、前記番組ストリームの記録に関する情報とを記録した記録媒
体と接続可能なコントローラであって、
　表示装置を制御可能な表示制御手段と、
　ユーザによる指示を受け付ける受付手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、
　　複数の選択項目を含むメニュー画像を前記表示装置に表示させるとともに、
　　前記受付手段が前記複数の選択項目の中から所定の項目を選択する指示を受け付けた
ときに、前記複数の選択項目に加えて、前記記録媒体に記録された複数の番組ストリーム
の中の少なくとも一部の番組ストリームに対応する番組を示す情報を前記メニュー画像に
含めて表示させるように、前記表示装置を制御する、
コントローラ。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記番組ストリームが記録された時間に基づいて前記記録媒体に
記録された複数の番組ストリームの中から一部の番組ストリームを選択し、前記選択した
番組ストリームから前記メニュー画像に含まれる前記番組を示す情報を生成する、請求項
１に記載のコントローラ。
【請求項３】
　前記記録媒体に記録された番組ストリームに関する記録状態に変更が生じたことを検知
する検知手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記検知手段が前記記録媒体に記録された番組ストリームに関す
る記録状態に変更が生じたことを検知したときに、前記メニュー画像に含まれる前記番組
を示す情報を生成する、
請求項１に記載のコントローラ。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記受付手段が当該コントローラを含む装置の電源状態をＯＦＦ
にする指示を受け付けたときに、前記メニュー画像に含まれる前記番組を示す情報を生成
する、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項５】
　前記記録媒体に記録された番組ストリームが視聴されたか否かを判別する判別手段をさ
らに備え、
　前記表示制御手段は、前記判別手段の判別結果に基づいて、前記メニュー画像に含まれ
る前記番組を示す情報を生成する、
請求項１に記載のコントローラ。
【請求項６】
　前記番組を示す情報は、前記番組ストリームにおいて開始時点から所定時間経過後にお
ける静止画像又は／及び動画像である、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項７】
　前記番組を示す情報は、前記番組ストリームに対応する番組の番組タイトルである、請
求項１に記載のコントローラ。
【請求項８】
　前記番組ストリームにおけるシーンの切り替わりを検出するシーン検出手段をさらに備
え、
　前記番組を示す情報は、前記シーンの切り替わりの直前または直後の静止画像又は／及
び動画像である、
請求項１に記載のコントローラ。
【請求項９】
　前記メニュー画像に複数の番組を示す情報が含まれている場合、前記表示制御手段は、
所定時間毎に前記複数の番組を示す情報の配置を切り替える、請求項１に記載のコントロ
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ーラ。
【請求項１０】
　前記所定の選択項目は、前記記録媒体に記録された番組ストリームを再生する機能を実
行するために選択される項目である、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項１１】
　複数の番組ストリームと、前記番組ストリームの記録に関する情報とを記録した記録媒
体と、
　ユーザからの操作の指示を受け付ける受付手段と、
　前記記録媒体に記録された番組ストリームの表示装置への表示を制御するコントローラ
と、を備え、
　前記コントローラは、
　　複数の選択項目を含むメニュー画像を前記表示装置に表示させるとともに、
　　前記受付手段が前記複数の選択項目の中から所定の項目を選択する指示を受け付けた
ときに、前記複数の選択項目に加えて、前記記録媒体に記録された複数の番組ストリーム
の中の少なくとも一部の番組ストリームに対応する番組を示す情報を前記メニュー画像に
含めて表示させるように、前記表示装置を制御する、
録画機器。
【請求項１２】
　複数の選択項目を含むメニュー画像を表示装置へ表示する方法であって、
　前記複数の選択項目は、記録媒体に記録された番組ストリームを再生する機能を実行す
るために選択される項目を含み、
　前記方法は、
　　メニュー画像上でユーザからの操作を受け付け、
　　前記メニュー画像上で、前記複数の選択項目の中から前記番組ストリームを再生する
ための項目を選択する操作を受け付けたときに、前記複数の選択項目と、前記記録媒体に
記録された番組ストリームに対応する番組を示す情報とを前記メニュー画像に含めて前記
表示装置に表示させる、
メニュー画像表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択可能な複数の項目を含むメニュー画面を表示装置に表示させることが可
能なコントローラや録画機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像の録画機器は複数の機能を搭載している。録画機器は、複数の選択項目を示
すメニュー画面を表示装置に表示させる。ユーザは、所望の機能を機器側に動作させるた
めにメニュー画面上で一つの項目を選択し、決定することができるようになっている。
【０００３】
　例えば、従来の録画機器では、ユーザによってメニュー画面上で１つの選択項目（例え
ば「録画した番組を見る」）が選択・決定されると、録画した番組の一覧（録画一覧）を
含む画面を表示装置に表示させる。そして、録画機器は、ユーザによって番組が選択・決
定されると、この選択・決定された番組のストリーム（例えば、動画像及び音声）を表示
装置及びアンプに出力させる。ここで録画機器は、特許文献１のように、将来の番組情報
を用いて録画予約できるようになっている。つまり、ユーザは、番組の放送時間を記憶し
ていなくても録画予約が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０９４４３４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような録画機器においてユーザが、録画された番組を確認するためには、メニュ
ー画面で表示された選択項目を選択し、決定することで、録画一覧の画面を表示させる必
要がある。つまり、最初に表示されるメニュー画面上では、ユーザはどのような番組が録
画されているかを判断することができない。
【０００６】
　また、近年、特許文献１のように容易に録画予約を行なうことが可能になっており、ユ
ーザにとっては、録画予約された番組が何時に録画されたかを把握しておくことが難しく
なってきている。よって、録画予約された番組を容易に把握できる機能が要望される。
【０００７】
　本発明の目的は、ユーザが録画された番組を容易に確認できる録画装置及びそのような
録画装置に使用されるコントローラを提供することである。例えば、本発明の目的は、ユ
ーザが録画時間を記憶していない場合であっても、容易にユーザに番組が録画されたこと
を認識させることが可能な録画機器及びコントローラを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、複数の番組ストリームと、番組ストリームの記録に関す
る情報とを記録した記録媒体と接続可能なコントローラが提供される。コントローラは、
表示装置を制御可能な表示制御手段と、ユーザによる指示を受け付ける受付手段と、を備
える。表示制御手段は、複数の選択項目を含むメニュー画像を表示装置に表示させる。受
付手段が複数の選択項目の中から所定の項目を選択する指示を受け付けたときに、複数の
選択項目に加えて、記録媒体に記録された複数の番組ストリームの中の少なくとも一部の
番組ストリームに対応する番組を示す情報をメニュー画像に含めて表示させるように、表
示装置を制御する。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、複数の番組ストリームと、番組ストリームの記録に関す
る情報とを記録した記録媒体と、ユーザからの操作を受け付ける受付手段と、記録媒体に
記録された番組ストリームの表示装置への表示を制御するコントローラとを備える録画機
器が提供される。コントローラは、複数の選択項目を含むメニュー画像を表示装置に表示
させる。コントローラは、受付手段が複数の選択項目の中から所定の項目を選択する指示
を受け付けたときに、複数の選択項目に加えて、記録媒体に記録された複数の番組ストリ
ームの中の少なくとも一部の番組ストリームに対応する番組を示す情報をメニュー画像に
含めて表示させるように、表示装置を制御する。
【００１０】
　本発明の第３の態様によれば、複数の選択項目を含むメニュー画像を表示装置へ表示す
る方法が提供される。複数の選択項目は、記録媒体に記録された番組ストリームを再生す
る機能を実行するために選択される項目を含む。メニュー画像の表示方法は、メニュー画
像上でユーザからの操作を受け付け、メニュー画像上で、複数の選択項目の中から番組ス
トリームを再生するための項目を選択する操作を受け付けたときに、複数の選択項目と、
記録媒体に記録された番組ストリームに対応する番組を示す情報とをメニュー画像に含め
て表示装置に表示させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、メニュー画面上で録画番組の再生に関する選択項目が選択されただけ
で、録画された番組に関する情報が表示されるため、ユーザが録画時間を記憶していない
場合であっても、容易にユーザに番組が録画されたことを認識させることができ、ユーザ
の利便性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１のレコーダの構成を示すブロック図
【図２】放送局から送信される番組情報（電子番組表（EPG: Electric Program Guide）
データ）の一例を示す図
【図３】フラッシュメモリに記録された番組情報の一例を示す図
【図４】実施の形態１のレコーダのメニュー画面の一例を示す図
【図５】番組表の一例を示す図
【図６】録画予約確認画面の一例を示す図
【図７】実施の形態１のレコーダの録画予約リストを説明するための図
【図８】実施の形態１のレコーダの録画リストを説明するための図
【図９】メニュー画面で選択項目「録画した番組を見る」が選択された時に表示される画
面の一例を説明するための図
【図１０】実施の形態１のメニュー画面表示の遷移の一例を説明するための図
【図１１】メニュー用表示画像の情報の一例を説明するための図
【図１２】録画一覧の表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
Ａ．実施の形態１
１．概要
　レコーダは、放送局から放送信号を受信する。放送信号には、複数の番組ストリームが
含まれている。また、放送信号には番組情報が含まれている。番組情報には、現在放送さ
れている番組ストリームに関する情報、及び、将来放送される番組ストリームに関する情
報がある。なお、番組情報には、番組ストリームの「番組タイトル」や「放送開始時間」
、「放送局」等を含んでいる。
【００１５】
　レコーダは、受信した複数の番組情報を、表示画面（番組表）として表示装置に表示さ
せる。レコーダは、ユーザの操作指示に基づいて、複数の番組情報から一つの番組情報が
選択・決定されると、この決定された番組情報を録画予約リストに追加する。レコーダは
、この録画予約リストに基づいて、放送に含まれる番組ストリームをドライブ装置の記録
媒体に記録する。ドライブ装置は、番組ストリームを記録媒体に記録（録画）する際、番
組の録画を開始した時間（以下「録画開始時間」という）を番組ストリームと関連付けて
記憶する。以下の実施の形態では、コントローラが録画情報を生成し、この録画情報を記
録媒体に録画リストとして記録する。なお、録画リストには、ユーザによって視聴された
ことを示す視聴情報が含まれている。視聴情報には、録画された際に、視聴が無いことを
示す情報が記録される。また、視聴情報には、録画された番組ストリームがユーザによっ
て視聴されると、視聴が有ることを示す情報が記録される。
【００１６】
　レコーダは、ユーザの操作で電源状態がＯＦＦに遷移するよう指示を受け付けると、機
器内の電源自体をＯＦＦする前に、記録媒体に記憶された録画開始時間及び視聴情報に基
づいて、記録された複数の番組ストリームから一部の番組ストリームを選択する。そして
レコーダは、選択した番組ストリームの動画像を記録媒体から読み出し、読み出した動画
像の所定の再生時間における静止画像を取得する。レコーダは、取得した静止画像をメニ
ュー用表示画像（代表画像）としてフラッシュメモリに記憶する。
【００１７】
　レコーダは、複数の項目をメニュー画面として表示装置に表示させる。複数の項目には
、「録画した番組を見る」という録画した番組を再生する機能に関する項目が含まれてい
る。レコーダは、ユーザの操作指示に基づいて、「録画した番組を見る」の項目が選択さ
れると、画面遷移せずに、メニュー用表示画像を用いた表示画面を表示させる。つまり、
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レコーダは、所定の項目が選択された場合、複数の選択項目の表示を維持した状態で、メ
ニュー用表示画面を表示させるよう表示装置２を制御する。なお、メニュー用表示画像を
用いた画面例は、後述する。
【００１８】
　以上の構成により、ユーザは、メニュー画面上での項目選択中に、録画された番組の内
容を把握できる。また、レコーダは録画開始時間及び視聴情報に基づきメニュー用表示画
像を生成できるので、ユーザに録画予約した番組の録画を容易に知らせることができる。
【００１９】
２．システム構成
　図１を参照して、本実施形態のレコーダを含むシステム構成を説明する。
　レコーダ１は、表示装置２、ネットワーク４及びアンテナ５と、有線又は無線で接続可
能である。
【００２０】
　アンテナ５は、放送局から送信される放送信号を受信し、レコーダ１に送信する。アン
テナ５は、例えば、ＵＨＦアンテナやパラボラアンテナなどで実現可能である。放送局は
、放送用の送信装置（放送波送信装置）を用いて電波を送信している。アンテナ５は、こ
の電波を受信することで、番組ストリーム及び番組情報を含む放送信号を受信する。
【００２１】
　ネットワーク４には、放送局が持つサーバ装置６等が接続されており、例えば、サーバ
装置６とレコーダ１を接続する通信路となる。つまり、サーバ装置６は、ネットワーク４
を介して、レコーダ１からの信号を受信することができる。また、サーバ装置６は、レコ
ーダ１からの信号に応じて、サーバ装置６に記憶された情報をレコーダ１に送信すること
ができる。例えば、サーバ装置６は、レコーダ１に、番組表を構成する複数の番組情報を
送信することができる。
【００２２】
　リモコン３は、ユーザの指示を受け付け、指示に応じた操作信号をレコーダ１に送信す
る。リモコン３は操作部３１と送信部３２を備えている。操作部３１は複数の釦で構成さ
れ、ユーザにより釦が操作されたことを検知する。送信部３２は、操作部３１が検知した
操作に対応する操作信号をレコーダ１に送信する。
【００２３】
　表示装置２は、レコーダ１から送信された画像信号に基づいてディスプレイ上に画像を
表示する。表示装置２は、例えば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬ
ディスプレイなどが考えられるがこれらに限定されない。
【００２４】
３．レコーダの構成
　レコーダ１は、チューナ１１、フラッシュメモリ１２、バッファメモリ１３、コントロ
ーラ１４、入出力インタフェース１５、受信部１６、アンテナ用端子１７、メモリカード
スロット７、ネットワークインタフェース１８及びドライブ装置１９等を備えている。
【００２５】
　チューナ１１は同調回路を含む装置である。チューナ１１は、アンテナ５で受信した放
送信号を、アンテナ用端子１７を介して取得する。放送信号には、１つ又は複数の番組ス
トリーム、及び、将来放送される番組ストリームに対応する番組情報（電子番組表（ＥＰ
Ｇ）データ））が含まれている。番組ストリームは、動画像信号、音声信号やデータなど
を含む。番組情報は、図２に示すように、１つの番組に対して、「放送日」、「放送開始
時間」、「継続時間」、「放送局」、「番組タイトル」等のデータを含む。
【００２６】
　チューナ１１は、放送信号に含まれる複数の番組ストリームから１つの番組ストリーム
を分離可能である。チューナ１１は、この分離された番組ストリームをデコードし、デコ
ードされた番組ストリームをバッファメモリ１３に格納する。また、チューナ１１は、放
送信号から番組情報を分離可能である。チューナ１１は、分離した番組情報をバッファメ
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モリ１３に格納する。なお、本実施の形態では、番組ストリームをデコードする機能をチ
ューナ１１に設けたが、コントローラ１４に設けてもかまわない。
【００２７】
　コントローラ１４は、マイクロコンピュータで実現され、レコーダ１の各部を制御する
。なお、コントローラ１４は、ハードワイヤードな回路で実現してもかまわない。
【００２８】
　コントローラ１４は、チューナ１１によってバッファメモリ１３に格納された番組スト
リームを取得する。コントローラ１４は、取得した番組ストリームをフラッシュメモリ１
２に格納することが可能である。また、コントローラ１４は、取得した番組ストリームを
ドライブ装置１９に送信して、ドライブ装置１９の記録媒体１９１に格納させることが可
能である。
【００２９】
　コントローラ１４は、チューナ１１によってバッファメモリ１３に格納された番組情報
を取得し、フラッシュメモリ１２に格納する。なお、番組情報は放送信号を介して取得さ
れるとしたが、これに限られず、ネットワーク４を介して放送局などのサーバ装置６から
取得してもよい。この場合、コントローラ１４は、所望のタイミング（例えば、ユーザに
対して番組情報を提供するタイミング）で、サーバ装置６に番組情報を要求する要求信号
を送信する。サーバ装置６は、要求信号を受け付けると、番組情報を送信する。このよう
な方法でコントローラ１４はサーバ装置６から番組情報を取得することができる。なお、
フラッシュメモリ１２に記憶された番組情報は例えば、図３のような情報になる。
【００３０】
　　コントローラ１４は、リモコン３から送信された操作信号を、受信部１６を介して受
信可能である。受信部１６は、リモコン３から送信される情報を受信するセンサである。
受信部１６は、受信した情報をコントローラ１４に送信する。受信部１６は、例えば、赤
外線センサなどで実現可能である。
【００３１】
　コントローラ１４は、入出力インタフェース１５を介して、表示装置２に番組ストリー
ムや画面情報を送信することが可能である。表示装置２は、コントローラ１４から受信し
た情報に基づいて表示画面を表示する。
【００３２】
　バッファメモリ１３は、コントローラ１４で制御処理を行う際に、ワークメモリとして
作用する。バッファメモリ１３は、例えば、ＤＲＡＭなどで実現可能である。
【００３３】
　フラッシュメモリ１２は、内蔵メモリとして用いられる。フラッシュメモリ１２は、ア
ンテナ用端子１７の制御のためのプログラムや設定値などを記憶可能である。また、フラ
ッシュメモリ１２は、番組ストリーム、番組情報を格納可能である。
【００３４】
　ドライブ装置１９は、例えば、ハードディスクドライブやＢＤドライブで実現可能であ
る。ドライブ装置１９は、コントローラ１４から送信された番組ストリームを、記録媒体
１９１に格納する。なお、ドライブ装置１９が番組ストリームを格納する記録媒体１９１
は、レコーダ１に固定して設けられるハードディスクのようなものであってもよいし、Ｂ
ＤやＤＶＤ等の光ディスクのような脱着可能な記録メディアであってもよい。
【００３５】
　メモリカードスロット７はメモリカード８を装着するためのものである。メモリカード
８は、市販のムービーカメラやデジタルカメラに装着可能であり、ムービーカメラで撮影
した動画データやデジタルカメラで撮影した静止画データなどを格納可能である。
【００３６】
　なお、レコーダ１は、家庭用電源に接続可能に構成され、家庭用電源から各部に電力が
供給されて稼動する。電源の種類については特に限定されない。例えば、２次電池からレ
コーダ１に電力が供給されてもよい。
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【００３７】
４．レコーダの動作
　レコーダ１（コントローラ１４）は、ユーザ操作（リモコン３からの操作信号）によっ
てメニュー画面表示の指示を受け付けると、図４に示すようなメニュー画面５０を表示装
置２に表示させる。メニュー画面５０は複数の選択項目５１を含んだ表示画面である。複
数の選択項目５１には、「テレビを見る」、「録画した番組を見る」、「写真を見る」、
「撮影ビデオを見る」、「番組表で録画予約する」、「お勧め番組情報で録画予約する」
等の項目が含まれている。
【００３８】
　ユーザは、リモコン３に設けられた上下キー（操作部３１を構成するボタンの一例）を
操作することで、複数の選択項目５１から１つの選択項目を選択可能である。つまり、レ
コーダ１は、リモコン３の上下キーが操作されると、選択項目の選択を切り替える。レコ
ーダ１は、リモコン３の決定キー（操作部３１を構成するボタンの一例）が操作されると
、選択された選択項目に応じて、次の表示画面を表示させる。
【００３９】
　ユーザが放送された番組を視聴する場合、「テレビを見る」が選択される。記録媒体１
９１またはメモリカード８に格納されている番組ストリーム、静止画データ又は動画デー
タを再生したい場合には、「録画した番組を見る」、「写真を見る」又は「撮影ビデオを
見る」の選択項目が選択される。
【００４０】
　ユーザが電子番組表（ＥＰＧ）を用いて録画予約をする場合、「番組表で録画予約する
」が選択される。
【００４１】
　以下、メニュー画面５０が表示された状態でのユーザによる所定の操作に対するレコー
ダ１の動作を説明する。
【００４２】
４．１　選択項目「番組表で録画予約する」が選択・決定された時の動作
　メニュー画面５０で選択項目「番組表で録画予約する」が選択され、かつ決定された場
合のレコーダ１の録画予約動作、すなわち、電子番組表（ＥＰＧ）に基づいた録画予約動
作を説明する。
【００４３】
　ユーザの指示に応じて「番組表で録画予約する」が選択され、決定されると、コントロ
ーラ１４は、フラッシュメモリ１２に記憶された複数の番組情報（例えば、番組名）を読
み出し、読み出した番組情報を表示用に変換して、表示装置２に出力する。例えば、図５
に示すような表示画面（電子番組表）が表示装置２に表示される。表示装置２には、開始
時間とチャンネルとで規定される二次元状マトリックス状に、複数の番組名が組み込まれ
て画面上に表示されている。
【００４４】
　この際、ユーザは、リモコン３を操作して、複数の番組から所望の１つの番組を選択す
ることができる。ユーザによって所望の番組が選択されると、図６に示すような選択され
た番組についての録画確認画面が表示装置２に表示される。ユーザは、録画確認画面によ
り、選択した番組の予約指示を行なうことができる。コントローラ１４は、リモコン３か
らの操作信号に応じて、電子番組表から選択された番組の予約指示を受け付ける。そして
コントローラ１４は、予約指示を受け付けた番組の番組情報をフラッシュメモリ１２に録
画予約リストとして記憶する。図７が録画予約リストの一例である。
【００４５】
　この後、コントローラ１４は、この録画予約リストにある番組情報に基づいて録画を行
なう。以下、レコーダ１の録画動作を簡単に説明する。
【００４６】
　コントローラ１４は、レコーダ１のシステム時間が、録画予約リストにある番組情報の
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開始時間になると、番組情報に含まれる放送局、つまり、チャンネルにチューナ１１を設
定する。システム時間は、コントローラ１４に設けられているタイマによって計数される
。コントローラ１４は、チューナ１１によってバッファメモリ１３に格納された番組スト
リームをドライブ装置１９に送信し、この番組ストリームをドライブ装置１９によって記
録媒体１９１に記録する。
【００４７】
　この際、コントローラ１４は、「録画日」及び「録画開始時刻」、「視聴情報」を含む
録画情報を作成し、ドライブ装置１９の記録媒体１９１に録画リストとして記録する。「
視聴情報」には、視聴済みを示す「１」又は未視聴を示す「０」を格納する。例えば、コ
ントローラ１４は、番組ストリームの録画開始時点のシステム時間に基づいて録画情報を
作成する。具体的には、コントローラ１４は、ドライブ装置１９に番組ストリームの記録
を指示したときにシステム時間が「１１月２０日１７：００」である場合、「録画日」を
「１１月２０日」、「録画開始時間」を「１７：００」、「視聴情報」を「０」として録
画情報を作成する。このように本実施の形態では、録画リストにおいて、システム時間に
基づき「録画日」と「録画開始時間」を設定し、録画された番組の番組情報に基づき「録
画時間」、「放送局」及び「番組タイトル」を設定する。
【００４８】
　なお、本実施の形態の録画リストには、「録画日」及び「録画開始時刻」、「視聴情報
」だけでなく、「録画時間」、「放送局」、「番組タイトル」が含まれている。このよう
な場合、コントローラ１４は、図８に示すような「録画時間」、「放送局」や「番組タイ
トル」を含んだ録画情報（録画リスト）を作成してもよい。例えば、コントローラ１４は
、録画予約リストの番組情報を用いて録画情報を作成できる。具体的に説明すると、コン
トローラ１４は、図７に示す録画予約リストにおける「映画ＡＢＣ」を録画する場合、録
画予約リストの「継続時間」、「放送局」、「番組タイトル」の情報に基づいて、「録画
時間」を「３：００」、「放送局」を「４４」、「番組タイトル」を「映画ＡＢＣ」とし
て録画情報を作成できる。
【００４９】
　また、本実施の形態では、システム時間に基づき「録画日」と「録画開始時間」を、録
画された番組の番組情報に基づき「録画時間」、「放送局」及び「番組タイトル」を作成
するようにした。しかし、これに限られず、番組情報だけで、録画情報を生成してもよい
し、他の情報に基づいて録画情報を生成してもよい。
【００５０】
　録画開始後、コントローラ１４は、レコーダ１のシステム時間を用いて開始時間から継
続時間経過したことを検知すると、チューナ１１における番組ストリームの選択を停止さ
せる。また、コントローラ１４は、ドライブ装置１９に対する番組ストリームの送信も停
止する。これによって番組ストリームの録画が終了する。
【００５１】
　なお、コントローラ１４は、作成した録画情報をドライブ装置１９に送信する。ドライ
ブ装置１９は、受信した録画情報を記録媒体１９１の録画リストに追加する（すなわち、
録画リストを更新する）。ここでドライブ装置１９は、録画した番組ストリームに録画情
報を関連づけて記録する。
【００５２】
　なお、録画予約リストに基づく録画は、従来技術であるため、これに限られず、種々な
方法で実現できる。
【００５３】
　以上のようにして、メニュー画面で「番組表で録画予約する」が選択された場合にレコ
ーダ１による録画動作が実行される。
【００５４】
４．２　選択項目「録画した番組を見る」が選択された時の動作
　次に、メニュー画面の選択項目５１の中の１つの選択項目「録画した番組を見る」が選
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択された場合の動作について説明する。なお、以下の動作は、リモコン３によって１つの
選択項目が選択された状態での動作であり、選択項目が決定された状態での動作を説明し
ているのではない点に留意すべきである。
【００５５】
　本実施の形態では、「録画した番組を見る」の選択項目が選択されている場合、番組ス
トリームが記録媒体１９１に記録されたことをユーザが容易に認識できるような情報をメ
ニュー画面５０に含める。
【００５６】
　具体的には、ユーザの指示（リモコン３からの操作信号）に応じて選択項目「録画した
番組を見る」が選択されると、コントローラ１４は、フラッシュメモリ１２に記録された
メニュー用表示画像の情報を読み出す。ここで、メニュー用表示画像とは、録画した番組
に関する情報（静止画、番組タイトル等）を含む画像である。メニュー用表示画像の詳細
については後述する。
【００５７】
　フラッシュメモリ１２からメニュー用表示画像の情報を読み出すと、コントローラ１４
は、複数の選択項目５１と、選択項目５１の横側に配置したメニュー用表示画像とを含む
表示画面（メニュー画面）を生成して表示装置２に表示させる。すなわち、コントローラ
１４は、選択項目「録画した番組を見る」が選択された場合、選択項目５１の表示を維持
した状態でメニュー用表示画像を表示するように表示装置２を制御する。
【００５８】
　図９に、複数の選択項目５１とメニュー用表示画像５５とを含む表示画面５０の一例を
示す。複数の選択項目５１の横側にメニュー用表示画像５５が配置されており、メニュー
用表示画像５５は、代表画像Ａ～Ｃと、代表画像Ａに対応する番組の「録画日」、「放送
局」、「番組タイトル」等の情報（テキスト情報）とを含む。代表画像Ａ～Ｃは、画像の
一部が見えるように重ねて表示される。このように画像の全部が隠れないように表示する
ことで画像の後ろ側に表示される画像もある程度認識することが可能となる。
【００５９】
　本実施形態では、コントローラ１４により、メニュー用表示画像に含まれる代表画像は
、録画された番組において録画時間の新しいものから所定数（本実施形態では３個）の番
組について生成される。コントローラ１４は、生成された代表画像を、対応する番組の番
組情報とともにフラッシュメモリ１２に記録する。
【００６０】
　図１０（ａ）～（ｃ）を参照してメニュー用表示画像５５の表示方法について説明する
。代表画像Ａ、Ｂ、Ｃは、「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」それぞれの代表画像であ
る。「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」はこの順に録画開始時間が新しい。コントロー
ラ１４は、フラッシュメモリ１２からメニュー用表示画像の情報を読み出すと、録画開始
時間の新しいものがより前に表示されるように代表画像Ａ～Ｃの一部を重ねて表示する。
「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」はこの順に録画開始時間が新しいことから、最初、
図１０（ａ）に示すように、上から代表画像Ａ、代表画像Ｂ、代表画像Ｃの順に代表画像
Ａ～Ｃを重ねて表示する。また、コントローラ１４は、代表画像Ａに対応する番組の番組
タイトル等も合わせて表示する。コントローラ１４は、この状態でメニュー用表示画像５
５を所定時間（例えば５秒間）表示させ、所定時間経過後、メニュー用表示画像５５にお
いて代表画像Ａ～Ｃの重ね順を変更する。すなわち、図１０（ｂ）に示すように、上から
代表画像Ｂ、代表画像Ｃ、代表画像Ａの順に代表画像Ａ～Ｃを重ねて表示し、最前面の代
表画像Ｂに対応する番組の番組タイトル等も表示する。その状態で、メニュー用表示画像
５５を所定時間（例えば５秒間）表示させる。所定時間経過後、同様に、図１０（ｃ）に
示すようにメニュー用表示画像５５を変更する。すなわち、上から代表画像Ｃ、代表画像
Ａ、代表画像Ｂの順になるように代表画像Ａ～Ｃを表示し、最前面の代表画像Ｃに対応す
る番組の番組タイトル等も表示する。この状態でメニュー用表示画像５５を所定時間（例
えば５秒間）表示させ、所定時間経過後、再度、図１０（ａ）に示す代表画像Ａを最前面
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にしてメニュー用表示画像５５を表示する。以降、同様に、コントローラ１４は、選択項
目「録画した番組を見る」が選択されている間、所定時間毎に最前面に表示する代表画像
を循環的に切替えながらメニュー用表示画像５５を表示する。
【００６１】
　以上のような方法でメニュー用表示画像５５を生成し、表示することによって、ユーザ
は録画予約された番組の録画を容易に知ることができる。
【００６２】
４．３　メニュー用表示画像の情報の生成
　以下、メニュー用表示画像の情報の生成動作について説明する。
【００６３】
　コントローラ１４は、所定のタイミングでメニュー用表示画像の情報を生成する。本実
施の形態では、所定のタイミングは、レコーダ１の電源状態がＯＮからＯＦＦ（スタンバ
イ状態を含む）に遷移するよう指示されたタイミングである。スタンバイ状態とは、シス
テムの一部が起動しており、一部が停止している状態を指す。以下、この生成動作を具体
的に説明する。
【００６４】
　コントローラ１４は、ユーザ操作によりレコーダ１の電源状態がＯＦＦに遷移するよう
指示されたことを検知する。電源状態をＯＦＦに遷移させる指示を行う操作には、例えば
、レコーダ１の電源ボタン（図示せず）の操作、リモコン３の操作部３１（電源ボタンに
対応する釦）の操作などが考えられる。
【００６５】
　コントローラ１４は、電源状態がＯＦＦに遷移するよう指示を受け付けると、記録媒体
１９１に記録された録画リスト（図８参照）を、ドライブ装置１９を介して読み出す。そ
してコントローラ１４は、録画リストから、未視聴の録画情報を選択する。すなわち、コ
ントローラ１４は、「視聴情報」が「０」である録画情報を選択する。例えば、図８の録
画リストでは、「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」、「番組Ｄ」の録画情報を選択する
。これによって、ユーザが視聴していない番組ストリームの番組を示す情報をメニュー画
面において表示することが可能となる。
【００６６】
　この後、コントローラ１４は、選択した録画情報の中から、録画開始時間が新しい順に
所定数（例えば、３個）の録画情報を選択する。例えば、コントローラ１４は、上記選択
された４つの番組から、録画開始時間のより新しい「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」
）の３つの番組の録画情報を選択する。
【００６７】
　コントローラ１４は、選択した録画情報に対応する番組ストリームを、ドライブ装置１
９を介して記録媒体１９１から順次読み出す。その際、コントローラ１４は、番組ストリ
ームを、番組の最初から所定の再生時間（例えば７０秒）間読み出す。例えば、コントロ
ーラ１４は、番組ストリームの再生時間が録画開始から７０秒間得られるように番組スト
リームを読み出す。コントローラ１４は、読み出した番組ストリームについての、録画開
始から所定の再生時間経過後（７０秒後）における静止画像を代表画像としてフラッシュ
メモリ１２に記録する。併せてコントローラ１４は、録画情報から得られる番組タイトル
等をフラッシュメモリ１２に記録する。コントローラ１４は、順次読み出した３個の番組
ストリームに対して、代表画像及び番組タイトル等を取得してフラッシュメモリ１２に記
録する。このようにして生成された代表画像及び番組タイトル等がメニュー用表示画像の
情報である。コントローラ１４は、メニュー用表示画像の情報のフラッシュメモリ１２へ
の記録が完了すると、レコーダ１の各部の電源状態をＯＦＦにし、各部への電源の供給を
ストップする。図１１に、フラッシュメモリ１２に記録されたメニュー用表示画像の情報
の一例を示す。
【００６８】
　以上のようにして、レコーダ１は、レコーダ１の電源ＯＦＦの操作がなされたときにメ
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ニュー用表示画像の情報を生成する。
【００６９】
　ここで本実施の形態では、コントローラ１４は、録画された番組ストリームを読み出す
際、番組ストリーム全部を読み出さずに一部だけ読み出すようにした。このようにすれば
、メニュー用表示画像を生成する時間を短縮できる。
【００７０】
　なお、上記のように所定のタイミング（電源ＯＦＦ操作時）でメニュー用表示画像を生
成する理由は次の通りである。つまり、メニュー画面の選択項目を選択している際、又は
、選択項目「録画した番組を見る」が選択された際に、コントローラ１４がメニュー用表
示画像を生成すると、メニュー画面上にメニュー用表示画像を表示するまでに時間がかか
るからである。
【００７１】
４．４　録画リストにおける視聴情報の更新
　記録媒体１９１に記録された番組ストリームが視聴された場合の録画リストの「視聴情
報」の更新について説明する。
【００７２】
　コントローラ１４は、選択項目「録画した番組を見る」が選択され、決定された場合、
図１２に示すように、録画リストに記録された録画情報を表示画面（録画一覧）５７とし
て表示装置２に表示させる。具体的には、コントローラ１４は、ドライブ装置１９を介し
て記録媒体１９１から録画リストを読み出す。コントローラ１４は、読み出した録画リス
トを示す表示画面５７を表示装置２に表示させる。
【００７３】
　この後、コントローラ１４は、録画情報のうち、何れかの番組が選択され、決定される
と、決定された録画情報に対応する番組ストリームを読み出して、表示装置２に表示させ
る。つまり、レコーダ１は、決定された録画情報に対応する番組ストリームを再生する。
【００７４】
　コントローラ１４は、再生した番組ストリームに対応する録画情報の「視聴情報」が「
０」である場合、「１」に更新するようドライブ装置１９に指示を出す。ドライブ装置１
９では、コントローラ１４からの指示に応じて、対象となる録画リスト（録画情報）の「
視聴情報」を「１」に更新する。
【００７５】
５．用語の対応
　レコーダ１は録画機器の一例である。コントローラ１４は制御装置の一例である。コン
トローラ１４は、情報取得手段、及び、表示制御手段、選択手段、ストリーム取得手段、
受付手段、録画手段の一例である。録画開始時は、時間に関する情報の一例である。代表
画像及び番組タイトルは、番組を示す情報の一例である。選択項目「録画した番組を見る
」は、所定の項目の一例である。視聴情報は視聴に関する情報の一例である。
【００７６】
６．まとめ
　本実施の形態によれば、レコーダ１は、コントローラ１４と、記録媒体１９１を備える
ドライブ装置１９を備える。記録媒体１９１には、複数の番組ストリーム、及び、これら
番組ストリームが録画開始された時間（録画開始時間）を記録されている。コントローラ
１４は、録画開始時間に基づいて、記録された複数の番組ストリームから一部の番組スト
リームを選択し、この選択した番組ストリームのメニュー用表示画像を取得する情報取得
手段と、所定の項目を含む複数の項目を表示画像として表示装置に表示させる表示制御手
段と、ユーザからの操作指示に基づいて、複数の項目から一つの項目を選択する選択手段
と、を備える。そしてコントローラ１４の表示制御手段は、所定の項目が選択された場合
、複数の項目の表示を維持した状態で、メニュー用表示画面を表示させるよう表示装置２
を制御する。
【００７７】
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　このようにすれば、ユーザは、画面遷移することなく、項目の選択画面において、録画
された番組を示す情報を確認できる。例えば、ユーザは、画面遷移せずに、選択画面で、
録画された番組を示す情報を確認できるので、予約されていた番組が録画されたことを簡
単に把握できるようになる。
【００７８】
Ｂ．他の実施の形態
　以下の他の実施の形態について説明する。
【００７９】
　実施の形態１では、レコーダ１に設けられたコントローラ１４を制御装置の一例として
説明を行なった。しかし、これに限られず、テレビ受像機に設けられるＬＳＩに適用して
もかまわない。この場合、例えば、テレビ受像機は、ハードディスクドライブを備えて、
ハードディスクに番組ストリームを録画すればよい。
【００８０】
　レコーダ１と表示装置２間の接続は有線でも無線でもかまわない。また、レコーダ１と
表示装置２は、直接接続してもよいし、間にセットトップボックスなどの他の装置を介し
てもよい。
【００８１】
　また、実施の形態１では、メニュー用表示画像５５の情報の生成のための所定のタイミ
ングとして、レコーダ１の電源状態がＯＦＦになるタイミングを一例として説明した。し
かし、これに限られず、録画リストが更新されるタイミングであってもよい。
【００８２】
　例えば、レコーダ１では、メニュー用表示画像５５として用いられている番組（例えば
「番組Ａ」）が消去されることがある。「番組Ａ」の消去後、レコーダ１の電源状態がＯ
ＦＦにされない状態で、メニュー画面上で選択項目「録画した番組を見る」が選択される
と、消去されたはずの「番組Ａ」についての代表画像が表示装置２に表示されてしまうと
いう不具合が考えられる。また、新たな番組ストリームが録画された場合も同様である。
つまり、新たな番組ストリームが録画された後、電源状態がＯＦＦにならない状態で選択
項目「録画した番組を見る」が選択されると、新たに録画された番組ストリームの番組に
対する代表画像を含む情報（メニュー用表示画像５５）は、表示装置２に表示されない。
したがって、上記の課題を解決するには、録画リストが更新されるタイミングでメニュー
用表示画像の情報を更新すればよい。録画リストが更新されるタイミングとは、番組スト
リームが新たに録画された時（録画終了時）、録画された番組が消去された時、録画され
た番組が２つ以上の番組に分割された時、録画された番組が再生された時などが考えられ
る。なお、録画リストが更新されるタイミングとは、録画リスト自体が更新されることだ
けでなく、録画リストが更新されることに関連する動作が行なわれるタイミングも含む。
関連する動作が行なわれるタイミングには、例えば、番組の消去を受け付けたタイミング
や、番組の録画指示を受け付けたタイミングなどが含まれる。
【００８３】
　また、所定の時刻にメニュー用表示画像５５の情報を生成してもよい。また、番組スト
リームが録画されている最中に、メニュー用表示画像５５の情報を生成してもよい。
【００８４】
　また、実施の形態１では、番組ストリームにおける静止画像を代表画像としたが、代表
画像は動画像であってもかまわない。
【００８５】
　なお、実施の形態１では、番組のタイトルシーンを静止画像に含めるために、録画開始
から所定の再生時間経過後の静止画像を代表画像とした。これに限られず、動画像のシー
ン検出を利用して、代表画像を取得してもよい。例えば、番組ストリームにおける動画像
からＣＭを検出する技術が従来から存在する。この技術では、フレーム間の差分などを利
用して、動画像の切り替わり点を検出し、動画像の切り替わり点から、ＣＭ（コマーシャ
ル）の位置を検出する。したがって、コントローラ１４はこの技術を用いて、動画像にお
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けるＣＭの位置に基づいて、ＣＭの直前または直後に存在するシーン（静止画像）を代表
画像として取得してもよい。例えば、コントローラ１４は、動画像において、ＣＭから番
組コンテンツに切り替わる点を検出し、この切り替わり点から所定時間経過後の静止画像
を代表画像としてフラッシュメモリに記録してもよい。このようにすれば、より高精度で
番組のタイトルシーンを得ることができるようになる。これによってユーザにより効果的
に番組が録画されたことを知らせることができる。
【００８６】
　実施の形態１では、録画開始時間に基づいて、複数の番組ストリームから一部の番組ス
トリームを選択するようにした。しかし、これに限られず、放送開始時間に基づいて、複
数の番組ストリームから一部の番組ストリームを選択するようにしてもよい。この場合、
番組ストリームを録画する際に、放送開始時間を対にして記録媒体１９１に記録すればよ
い。このようにすれば、記録媒体１９１に記録された放送開始時間に基づいて、一部の番
組ストリームを選択できるようになる。
【００８７】
　実施の形態１では、複数の番組ストリームから所定数の番組ストリームを選択するよう
にした。しかし、これに限られず、選択する番組ストリームの数は任意であってもよい。
【００８８】
　実施の形態１では、番組表に基づいて録画予約を行った。しかし、これに限られず、録
画予約には、録画をする日、録画を開始させる時間、録画を終了する時間、放送局を示す
チャンネルを指定する方法等も考えられる。録画予約の方法はどのような方法であっても
よい。
【００８９】
　実施の形態１では、録画予約に基づく録画動作を説明したが、リモコン操作によるユー
ザの録画開始指示に基づいて録画を開始し、また、リモコン操作によるユーザの録画停止
指示に基づいて録画を停止することもできる。
【００９０】
　実施の形態１では、番組ストリームから代表画像を生成してメニュー用表示画像を生成
した。しかし、これに限られず、番組情報が代表画像を含む場合、番組情報に含まれる代
表画像を用いてメニュー用表示画像に含めてもよい。
【００９１】
　実施の形態１では、所定のタイミング（電源ＯＦＦ時）にメニュー用表示画像を生成す
る際、選択された番組ストリームの全てのメニュー用表示画像を生成するようにした。し
かし、これに限られず、選択された番組ストリームの代表画像及び番組タイトルが、メニ
ュー用表示画像としてフラッシュメモリ１２に記録されている場合、記録されていない番
組ストリームの代表画像及び番組タイトルに関してのみ、記録媒体１９１から読み出した
番組ストリームから生成してもよい。例えば、選択された番組ストリームが「番組Ａ」、
「番組Ｂ」、「番組Ｃ」である場合であって、「番組Ｂ」と「番組Ｃ」の番組を示す情報
（代表画像や番組タイトル）がフラッシュメモリにメニュー用表示画像として記録されて
いる場合、コントローラ１４は、「番組Ａ」についてのみ番組を示す情報を生成すればよ
い。このようにすれば、コントローラ１４は、メニュー用表示画像を生成するまでの時間
を短縮できる。
【００９２】
　実施の形態１では、選択項目「録画した番組を見る」が選択された場合に、メニュー用
表示画像を表示する例を説明した。しかし、「録画した番組を見る」が選択された場合に
限られず、実施の形態１の思想は「写真を見る」、「撮影ビデオを見る」の選択項目が選
択された場合についても同様に適用できる。すなわち、選択項目「写真を見る」が選択さ
れた場合、記録媒体に記録されている一部又は全部の写真を、図９、１０（ａ）～（ｃ）
に示すように、所定時間毎に最前面に表示する画像を切り替えながら重ねて表示してもよ
い。同様に、選択項目「撮影ビデオを見る」が選択された場合も、記録媒体に記録されて
いる一部又は全部のビデオ画像の代表画像を、図９、１０（ａ）～（ｃ）に示すように、
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【００９３】
　実施の形態１では、メニュー用表示画像５５は、代表画像と、最前面の代表画像に対応
する番組の番組タイトル等の情報を含んでいた。しかし、メニュー用表示画像５５に含ま
れる情報はこれらに限定されない。代表画像及び番組タイトル等の番組情報（テキスト情
報）のいずれか一方のみをメニュー用表示画像５５に含めてもよい。つまり、録画した番
組を示す情報であれば任意の情報をメニュー用表示画像５５に含めることができる。
【００９４】
　以上、特定の実施形態について説明されたが、当業者にとっては他の多くの変形例、修
正、他の利用が明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明はＢＤやＤＶＤ等の光ディスクに対するレコーダに適用できる。また本発明はレ
コーダやテレビ受像機等に搭載されるシステムＬＳＩ等にも適用できる。
【符号の説明】
【００９６】
　１　レコーダ
１１　チューナ
１２　フラッシュメモリ
１３　バッファメモリ
１４　コントローラ
１５　入出力インタフェース
１６　受信部
１７　アンテナ用端子
１８　ＬＡＮ用コネクタ
１９　ドライブ装置
１９１　記録媒体
２　表示装置
３　リモコン
３１　操作部
３２　送信部
４　ネットワーク
５　アンテナ
６　サーバ装置
７　メモリカードスロット
８　メモリカード
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